
 
 
 
 
 
    大規模な土地の取引に関する事前届出義務（所有者等）について 

定めています。 
 
 
  
 
     ５，０００㎡以上の土地に関する所有権等の権利を移転等しようとする者 

 

 

 

     大規模土地取引行為（契約締結）の日の３ヶ月前まで 

大大大規規規模模模土土土地地地取取取引引引行行行為為為ののの届届届出出出等等等   

○届出対象（条例第８７条） 
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